
第
四
節

占
領
政
策
の
転
換
と
神
戸
市

1 

第
一
次
神
戸
朝
鮮
人
学
校
事
件

神
戸
の
在

日
朝
鮮
人

国
際
都
市
神
戸
は
戦
前
か
ら
外
間
人
の
居
住
が
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
。
終
戦
連
絡
事
務
局
の
『
執
務
月

神戸市在住外国人調

内 訳 人 口 比率

% 
中華民間 3,402 13. 7 

（台湾省民 2, 498) 

車E 鮮 I11, 887 71. 7 

トノレコ 177 0. 7 

ドイ ツ 171 o. 7 

白系ロシア 163 0. 7 

イギ リ ス 83 0.3 

アメリカ 60 0. 2 

イ ン ド 60 0. 2 

その他 Z，守38 11. 8 

メにL： 24,941 100 

報
』
に
よ
れ
ば
、
昭
和
一
一
十
四
（
一
九
四
九
）
年
四
月
現
雀
神
戸
に
は
四
一
カ
国
一
一
万
四
九
四
一
人
の
外
国
人
が

ち
な
み
に
そ
の
国
籍
別
集
計
支
部
す

住
ん
で
い
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
実
際
の
数
は
そ
れ
以
上
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

［長領政策の転換と神戸市第四節
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｛注） 昭和23年4月現校。

資料：終巡神戸専務局 r執務月報s
（下半期分）

と
表
制
の
と
お
り
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
神
戸
在
住
外
国
人
の
七
一
・
七
%
を
占
め
て
い

た
朝
鮮
人
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
、
神
戸
で
は
全
国
の
耳
目
を

そ
ば
だ
た
し
め
た
事
件
が
起
こ
っ
た
。
も
と
も
と
、

ア
メ
リ
カ

政
府
は
朝
鮮
人
に
対
し
て
は
矛
盾
し
た
対
応
を
と
っ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、

ア
メ
リ
カ
政
府
は
吋
初
期
基
本
指
令
』
で
、
在
日

朝
鮮
人
な
「
解
放
民
族
」
と
す
る
立
場
か
ら
、
そ
の
朝
鮮
本
間

近代.~晃代店長史編N96工



へ
の
帰
還
を
奨
励
し
て
い
た
が
、

一
方
で
朝
鮮
人
は
「
日
本
人
」
で
は
な
い
が
、
「
日
本
臣
民
L

で
あ
り
、
同
に
は
っ
敵
国
民
L

と
し
て
対
処
す
る
と
の
方
針
を
掲
げ
て
い
た
。

G
H
Q
は
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
、

「
母
国
へ
の
帰
還
を
拒
否
す
る
在

日
朝
鮮
人
は
、

正
式
に
樹
立
さ
れ
た
朝
鮮
政
府
が
彼
ら
に
朝
鮮
国
民
と
し
て
の
承
認
を
与
え
る
ま
で
の
問
、

『
日
本
国
籍
』
を

有
す
る
L

と
発
表
し
、

っ
さ
つ
い
て
十
二
月
十
九
日
、
日
本
政
府
宛
に
十
二
月
十
五
日
を
も
っ
て
南
朝
鮮
へ
の
集
団
引
き
揚
げ
が

完
了
し
た
と
指
令
し
た
。
こ
れ
以
降
、
占
領
当
局
と
日
本
政
府
は
残
惚
し
た
約
六

O
万
人
の
在
日
朝
鮮
人
（
在
日
斡
間
・
朝
鮮
人
）

を
日
本
の
法
律
に
従
っ
て
「
日
水
間
氏
L

と
し
て
対
処
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ま
ず
、
朝
鮮
人
尚
子
校
を
閉
鎖
す
る
勤
き

と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。

二
十
二
年
一
月
十
三
日
、
文
部
省
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
在
日
朝
鮮
人
が
日
本
の
法
律
に
服
す
る
こ
と
、
教
育
に
つ
い

て
も
日
本
人
に
対
す
る
と
悶
様
に
朝
鮮
人
に
対
し
て
も
、
等
し
く
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
通
達
し
た
。

つ
ま
り
、
教
育
法
を

朝
鮮
人
学
校
に
適
用
し
、
朝
鮮
入
学
校
の
閉
鎖
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
と
き
は
朝
鮮
人
の
反
対
に
あ
い
、
ま
た

知
事
に
法
律
の
執
行
に
関
し
て
若
干
の
自
治
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。

朝
鮮
入
学
校

の
閉
鎖
婆
求

翌
二
十
一
一
一
年
一
月
二
十
四
日
文
部
省
は
新
た
に
就
学
年
齢
の
朝
鮮
人
子
弟
が
日
本
人
子
弟
と
同
様
に
、
公
立

も
し
く
は
私
立
の
学
校
へ
通
学
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
示
し
た
。
そ
れ
は
在
日
朝
鮮
人
の
民
族
教
育
の

根
幹
で
も
あ
る
母
国
語
に
よ
る
教
育
な
や
め
さ
せ
る
こ
と
、

つ
ま
り
朝
鮮
人
に
と
っ
て
は
戦
時
中
の
「
皇
民
化
教
育
」
の
再
現

を
意
味
し
た
。
地
方
軍
政
部
と
都
道
府
県
当
局
は
、
こ
の
指
示
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
人
の
学
校
出
鎖
反
対

運
動
は
徐
々
に
全
悶
的
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

四
月
十
五
日
岡
山
で
の
数
千
人
の
反
対
運
動
に
始
ま
り
、
そ
れ
は
山
口
・
福
岡

へ
と
広
が
っ
た
。
反
対
運
動
の
拠
点
は
、
大
阪
と
兵
庫
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
な
、
当
時
の
新
聞
お
よ
び
終
戦
連
絡
神
戸
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事
務
局
『
執
務
月
報
』
（
昭
和
二
十
一
一
一
年
五
月
下
半
期
）
に
み
て
み
よ
う
。
同
年
一
一
一
月
五
日
、
兵
跨
軍
政
部
ハ
ッ
ト
ン
少
佐
は
、
県

教
育
部
に
対
し
て
、
川
神
戸
市
内
に
お
け
る
朝
鮮
入
学
校
を
四
月
の
新
学
期
ま
で
に
立
ち
退
か
せ
る
こ
と
、
別
学
的
児
童
に
関

し
て
は
認
可
を
受
け
た
学
校
に
入
る
以
外
は
日
本
の
公
立
学
校
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
、
な
ど
を
文
書
で
指
示
し
た
。
当
時
、
神

戸
市
内
の
在
日
朝
鮮
人
学
校
は
既
設
の
日
本
人
学
校
内
に
寄
留
す
る
形
で
四
校
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
う
ち
一
一
一
校
が
在
口
M

朝
鮮

人
連
盟
（
籾
述
）
系
で
、

校
が
朝
鮮
建
国
促
進
青
年
同
盟
（
迷
脊
）
系
で
あ
っ
た
。

朝
連
と
建
育
の
代
表
者
と
朝
鮮
人
学
校
側
は
、
神
戸
市
当
局
が
先
の
軍
政
部
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
要
求
し
て
き
た
立
ち
退

き
を
拒
絶
す
る
と
と
も
に
、
以
後
絶
対
反
対
の
態
度
を
も
っ
て
市
の
学
務
課
に
陳
情
活
動
を
起
こ
し
た
。
反
対
運
動
は
四
月
一

日
、
長
田
区
の
神
戸
工
専
運
動
場
に
朝
鮮
入
学
校
関
係
者
・
一
般
朝
鮮
人

二
O
O人
余
り
が
参
加
し
た
大
会
へ
と
発
展
し
た
。

大
会
は
学
校
明
け
渡
し
反
対
を
決
議
し
た
後
、
市
庁
に
向
け
て
示
威
行
進
を
行
っ
た
。

「
尚
子
一
校
明
け
渡
し
」
は
、

夜
日
朝
鮮
人
の
反
対
に
あ
っ
て
、

IZ9 
月

予
定
の
期
日
内
に
完
了
し
そ
う
に
な
か
っ
た
。

ヲ
て
こ
で
、

占領政策の転換と神戸市

七
日
中
平
政
部
司
令
官
レ
！
コ
ッ
プ
中
佐
は
、
県
知
事
に
対
し
、

四
月
十
日
ま
で
に
市
内
の
朝
鮮
人
学
校
を
全
部
立
ち
退
か
せ
る

ょ
う
勧
告
し
た
。
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
県
・
市
当
局
は
立
ち
退
き
を
再
び
要
求
し
た
が
、
朝
鮮
入
学
校
側
は
こ
れ
を
拒
否
し

た
。
こ
の
た
め
、
間
九
日
兵
隊
第
政
部
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
教
育
課
長
、
連
絡
調
整
神
戸
事
務
局
、
県
教
育
部
長
、
神
戸
市
警
察

局
長
、
神
戸
地
方
裁
判
所
判
事
、
神
戸
地
方
検
察
庁
検
事
ら
が
会
合
し
、
川
w
ニ

一
年
一
月
二
十
凶
日
付
文
部
大
毘
発
官
学
第

条
に
準
拠
し
て
朝
鮮
入
学
校
在
閉
鎖
す
る
こ
と
、
∞
警
察
当
局
は

の
事
態
発
生
す
る
と
き

五
号
と
学
校
教
育
法
第

第四節

は
実
力
を
行
使
す
る
準
備
を
整
え
」
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
県
知
事
・
市
当
局
は
そ
れ
ぞ
れ
十
日
と
十
一

に
各
朝
鮮
学
校
の
閉
鎖
を
命
令
し
立
ち
退
き
を
通
告
し
た
。
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一
方
、
朝
連
代
表
は
十
一
一
一
目
、
兵
庫
寧
政
部
に
立
ち
退
き
期
限
延
長
の
陳
情
を
行
っ
た
が
、
憲
政
部
は
こ
れ
を
拒
絶
し
た
。

朝
連
系
は
朝
鮮
教
育
対
策
委
員
会
を
級
識
し
、
十
四
日
午
後
四
時
、
間
対
策
委
員
会
の
朝
鮮
人
代
表
約
四

O
人
が
一
般
朝
鮮
人

と
と
も
に
、
学
校
明
け
渡
し
反
対
を
求
め
て
兵
庫
県
庁
に
赴
き
、
知
事
と
の
面
会
を
求
め
て
、
夜
を
徹
し
て
の
「
座
り
込
み
」

戦
術
に
入
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
絡
調
整
神
戸
事
務
局
は
、
神
戸
基
地
司
令
部
参
謀
第
二
課
長
バ

1
ン
少
佐
に
事
態
を
通

報
し
そ
の
意
向
を
打
診
、
翌
十
五
日
午
後

時一一一

O
分
、
県
知
事
は
庁
内
か
ら
の
即
時
退
去
を
要
求
し
た
が
、
座
り
込
み
は
続

行
さ
れ
た
。
午
後
五
時
二

O
分
、
市
警
察
当
局
は
実
力
を
も
っ
て
一
斉
検
挙
に
入
り
六
五
人
を
検
挙
し
た
。

率
件
の
経
過

他
方
朝
鮮
人
側
は
、
こ
れ
以
降
、
学
校
閉
鎖
反
対
と
併
せ
て
検
挙
者
の
釈
放
も
求
め
て
い
っ
た
。

四
月
二
十

日
、
神
戸
市
当
局
は
朝
鮮
人
学
校
閉
鎖
の
仮
処
分
を
執
行
す
る
が
、

一
校
だ
け
未
執
行
に
終
わ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
同
夜
、
軍
政
部
・
県
・
市
の
聞
で
当
局
者
会
議
が
も
た
れ
、
出
火
力
執
行
に
関
し
て
協
議
さ
れ
た
。
ま
た
、
朝
鮮
人
側

か
ら
す
で
に
届
け
出
さ
れ
て
い
た
来
る
ニ
十
六
日
の
一
一
一
万
人
示
威
行
動
へ
の
対
処
方
法
も
開
題
に
さ
れ
た
。

日
本
側
当
局
は
、

一
一
一
万
人
デ
モ
を
「
急
追
せ
る
事
態
」
と
み
な
し
、
翌
二
十
四
日
午
前
一

O
時
か
ら
県
庁
知
事
室
で
対
策
協
議
会
を
も
っ
た
。
参

加
者
は
、
県
側
か
ら
知
事
・
副
知
事
・
教
育
部
長
・
視
学
、
市
側
か
ら
市
長
・
助
役
・
公
安
委
員
長
・
警
察
局
長
・
向
局
秘
書

課
長
・
保
安
部
長
・
警
備
部
長
、

国
警
県
本
部
か
ら
警
備
課
長
、
検
察
庁
か
ら
検
事
正
・
次
席
検
事
で
計

四
人
が
参
加
し

た。
午
前

時
頃
、
県
庁
内
に
約

0
0人
L

の
朝
鮮
人
が
集
合
、

一
部
が
知
事
室
に
進
入
し
、
日
本
側
当
局
者
一
回
人
を

軟
禁
状
態
に
お
い
て
学
校
閉
鎖
反
対
・
検
来
者
の
釈
放
な
ど
を
要
求
し
た
。

時一一一

O
分
過
ぎ
神
戸
基
地
憲
兵
部
司
令
官
ク

ロ
ッ
プ
大
尉
ほ
か
十
数
人
の
憲
兵
が
状
況
調
査
の
た
め
来
庁
し
、
連
絡
調
整
神
戸
事
務
局
の
要
請
で
、
ク
ロ
ッ
プ
大
尉
が
部
下

964 第五常戦後の神戸市



ニ
人
と
と
も
に
、
知
事
救
出
の
た
め
知
事
室
に
入
っ
た
が
、
朝
鮮
人
の
抵
抗
に
あ
っ
て
失
敗
し
た
。
午
後
三
時
頃
に
は
、
朝
鮮

人
は
一

O
O
O人
ほ
ど
に
膨
れ
上
が
り
、
こ
の
状
況
下
で
知
事
が
朝
鮮
人
側
の
要
求
を
受
け
入
れ
た
た
め
、
午
後
六
時
過
ぎ
、

集
っ
た
朝
鮮
人
民
衆
は
散
会
し
た
。

占
領
軍
の

対
応

こ
の
直
後
、
神
戸
基
地
司
令
官
メ
ノ
ハ
准
将
は
軍
政
部
・
県
・
市
当
局
者
か
ら
事
情
聴
取
を
お
こ
な
い
、
第
八

軍
司
令
部
に
急
報
す
る
と
と
も
に
、
間
日
「
非
常
事
態
」

朝
鮮
人
検
挙
の
指
令
を
発
し
た
。
翌
一

十
六
日
第
八
軍
司
令
官
ア
イ
ケ
ル
パ
l
ガ
l
中
将
が
来
神
し
た
が
、
彼
は
ま
ず
新
聞
記
者
団
に
対
し
、
神
戸
の
朝
鮮
人
示
威
運

動
を
つ
暴
動
」
だ
と
し
、
「
占
領
政
策
と
占
領
保
持
に
反
す
る
も
の
」
と
し
て
、
「
暴
力
と
強
制
の
も
と
に
行
わ
れ
た
協
定
は
資

格
を
も
っ
て
い
な
い
。
私
は
脅
迫
の
も
と
に
結
ば
れ
た
い
か
な
る
協
定
や
約
束
に
対
し
て
も
拘
束
力
を
認
め
な
い
」
（
終
速
神
一
戸

事
務
局
『
執
務
月
報
』
）
と
の
声
明
を
発
表
し
た
。
そ
し
て
、
同
日
関
係
者
と
の
協
議
を
も
っ
た
。
会
議
に
は
、

ア
メ
リ
カ
側
か
ら

ア
イ
ケ
ル
パ
i
ガ
ー
の
ほ
か
、

軍
団
司
令
官
、

メ
ノ
ハ
神
戸
基
地
可
令
官
、
ピ
ア
ス
レ
イ
第
八
軍
軍
政
部
可

ス
ウ
ィ
ン
グ
第

占領政策の転換と神戸市

令
官
、
第
八
軍
参
謀
ニ
部
ジ
ョ
l
ン
ズ
中
佐
、
近
畿
軍
政
部
司
令
官
デ
ィ
パ
イ
ン
中
佐
、
向
副
司
令
官
コ
ワ
ル
ス
キ
l
、

レ

コ
ッ
プ
兵
庫
軍
政
部
司
令
官
、

田
中
終
連
神
戸
事
務
所
長
ら
が
出
席
し
た
。

日
本
側
か
ら
小
寺
神
戸
市
長
、

関
矢口

ア
イ

ケ
ル
バ
i
ガ
l
は
会
議
で
、

日
本
警
a

祭
の
無
力
な
措
置
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
憲
兵
司
令
部
の
態
度
に
つ
い
て
も
若
干
の
苦

畳
一
口
を
与
え
た
。

他
方
、

G
H
Q側
で
は
ど
の
よ
う
な
反
応
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

G
H
O～
民
政
局
で
も
二
十
六
日
鈴
木
義
男
法
務
総
裁
ら

第四節

を
呼
び
事
情
報
取
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ラ
ジ
オ
と
新
聞
聞
か
ら
の
情
報
に
、
彼
ら
の
状
況
に
対
す
る
理
解
が
加
わ
っ
た
も
の

い
く
つ
か
の
興
味
深
い
事
実
を
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、
事
件
の
原
因
が
「
日
本
政
府
が
朝
鮮
入
学
校
を
閉
鎖
す
る

で
あ
る
が
、
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と
い
う
命
令
を
強
制
し
た
」
こ
と
に
あ
る
と
し
、

「
最
終
的
に
は
認
め
ら
れ
た
」
も
の
の
、
こ
の
「
命
令
の
合
法
性
に
つ
い
て

は
内
部
で
い
く
つ
か
の
議
論
が
あ
っ
た
」
と
、
そ
の
可
一
合
に
つ
い
て
政
府
内
の
状
況
を
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
問
題
の
重
要

一£し「
J

川土、

1
l
J
』

「
朝
鮮
人
学
校
で
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
教
え
、
文
部
省
が
そ
れ
ら
を
閉
鎖
す
る
と
い
う
命
令
を
下
し
た
こ
と
に
あ
る
」

と
し
た
。

さ
ら
に
、
県
庁
内
に
お
け
る
暴
動
の
原
因
は
「
共
産
主
義
的
朝
鮮
人
に
対
抗
す
る
哲
察
の
無
能
力
に
あ
る
L

と
し
、
そ
の
弱

さ
の
理
由
と
し
て
は
「
警
察
官
の
数
が
不
適
当
L

で
あ
っ
た
こ
と
、
暴
動
に
対
処
す
る
に
は
「
不
適
切
な
装
備
L

で
あ
っ
た
こ

と
を
挙
げ
た
。
（
民
政
局
次
長
宛
党
器
、
「
神
戸
朝
鮮
人
事
件
に
関
す
る
会
議
」
一
九
四
八
年
四
月
二
十
六
日
付
）
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て

き
た
よ
う
に
、
米
ソ
の
冷
戦
の
深
刻
化
は
、
こ
れ
ら
在
日
朝
鮮
人
に
も
影
響
を
与
え
ず
に
は
い
な
か
っ
た
。

事
件
後
の

動
き

第
一
次
朝
鮮
入
学
校
事
件
に
お
い
て
、
占
領
軍
は
た
だ
一
度
の
「
非
常
事
態
宣
言
L

を
発
し
た
。
事
件
の
結
果
、

凹
月
二
十
九
日
ま
で
に
一
五
九

O
人
が
検
挙
さ
れ
、
最
終
的
に
は
そ
の
数
は
一
七
三
二
人
に
の
ぼ
っ
た
。
被
検

挙
者
は
罪
状
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
軍
事
委
員
会
（
A
級
）
・
軍
事
裁
判
所
（
B
級
）
・
神
戸
地
方
裁
判
所
（
C
級
）
で
裁
判
に
付
さ
れ
、

A
級
の
う
ち
七
人
は
重
労
働
十
五
年
か
ら
同
十
年
に
処
せ
ら
れ
、
無
罪
と
な
っ
た
の
は
ニ
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

B
－

C
級
の

者
は
ほ
と
ん
ど
懲
役
二
カ
月
執
行
猶
予

の
判
決
を
う
け
た
。

他
方
、
事
件
後
の
四
月
二
十
七
臼
と
一
一
一
十
日
文
部
省
と
朝
鮮
人
障
体
と
の
間
で
交
渉
が
行
わ
れ
、

ω朝
鮮
入
学
校
の
教
育
は

日
本
の
教
育
基
本
法
お
よ
び
学
校
教
育
法
に
従
う
こ
と
、

ω朝
鮮
入
学
校
に
つ
い
て
は
私
立
学
校
と
し
て
の
自
主
性
の
認
め
ら

れ
る
範
間
内
で
朝
鮮
人
独
自
の
教
育
を
行
う
前
提
の
下
に
私
立
学
校
と
し
て
の
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
、

ω校
舎
問
題
に
つ
い

て
も
朝
鮮
人
連
盟
に
お
い
て
r
目
主
的
に
努
力
す
る
と
と
も
に
、
相
川
市
当
局
が
板
力
努
力
す
る
こ
と
、

で
妥
結
し
た
。
そ
し
て
、
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五
月
一
一
一
日
両
者
の
問
問
で
正
式
調
印
が
行
わ
れ
、
六
日
文
部
省
は
改
め
て
学
校
教
脊
局
長
名
で
、
両
者
調
印
の
趣
旨
に
そ
っ
た
通

速
を
都
道
府
県
知
事
に
発
し
、
問
削
題
は

応
解
決
し
た
。
こ
の
事
件
は
っ
凶
・
一

四
阪
神
教
訓
汚
闘
争
し
と
し
て
、
民
族
教
育
の

1
1
4
4
4
h
悠
シ
五
J

り、

f
l
斗ゴ’
ra4t亡、

「
多
大
の
犠
牲
は
必
ず
し
も
空
し
く
な
か
っ
た
と
い
う
」
と
も
震
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
占
領
匁
は
米
ソ
冷
戦
が
深
刻
化
し
、
朝
鮮
半
島
が

一
つ
に
分
断
化
す
る
中
で
、
朝
鮮
人
団
体
を
ふ
く
め
左
翼
鴎
体

へ
の
弾
圧
を
強
め
て
い
っ
た
。
事
件
後
間
月
二
十
八
日
、
神
戸
基
地
憲
兵
司
令
官
は
、
非
常
事
態
宣
言
を
解
除
す
る
と
と
も
に
、

当
菌
の
報
鮮
人
対
策
と
し
て
四
項
目
の
命
令
を
出
し
た
。
翌
二
十
九
日
、
第
二
五
師
団
長
ム
リ
ン
ズ
少
将
は
「
集
会
・
デ
モ
・

パ
レ
ー
ド
」
規
制
に
関
す
る
命
令
を
詰
え
た
。

五
月
初
旬
に
は
、
兵
庫
軍
政
部
公
安
課
長
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
尉
が
、
兵
庫
県
会
議

長
に
対
し
、

勺
治
安
維
持
に
関
す
る
条
開
」
の
制
定
を
勧
告
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
県
会
で
は
治
安
雄
持
条
例
調
査
委
員
会

を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
検
討
を
始
め
た
。
七
月
九
日
の
第
一
部
会
合
に
つ
づ
い
て
、

八
月
二
日
に
開
か
れ
た
第
二
関
委

員
会
は
、
公
聴
会
を
閲
mmす
る
こ
と
、
大
阪
市
に
調
査
に
赴
く
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
委
員
会
の
決
定
を
受
け
て
、
間
二
十

占領政策の転換と神戸市

日
公
聴
会
が
聞
か
れ
た
が
、
賛
成
人
人
、
反
対

A

4

、、、
1

－j
i

……
1
ノ

広

MVL凸

人
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
九
月
十
一
一
一
日

の

回
委
員
会
で
は
軍
政
部
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
尉
は
、
公
安
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
は
県
会
に
託
せ
る
と
の
意
向
を
示
し
た
。

結
果
、
九
月
二
十
七
日
に
招
集
さ
れ
た
兵
隊
県
議
会
で
討
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
間
、
十
月
五
日
に
は
、
第
二
次
大

阪
市
公
安
条
例
が
制
定
公
布
さ
れ
た
。

し
か
し
、
十
月
六
日
加
藤
秋

同
月
会
議
長
は
、

プ
ト
ウ
ッ
ド
中
佐
に
条
例
制
定
が
困
難

な
こ
と
な
っ
た
え
、
こ
こ
に
県
レ
ベ
ル
で
の
公
安
条
例
制
定
問
題
に
は
一
応
の
終
止
符
が
打
た
れ
た
。

第四節
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2 

占
領
政
策
の
転
換
と
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン

占
領
政
策

の
転
換

G
H
Q
は
昭
和
二
十
年
か
ら
二
十

年
に
か
け
て
日
木
の
非
軍
事
化
を
断
行
し
、
二
十
一
年
か
ら
二
十
二
年
に

か
け
て
は
民
主
化
改
革
を
推
進
し
た
。
憲
法
改
正
は
そ
の
頂
点
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
冷
戦
の
進

行
は
、

日
本
の
占
領
政
策
に
も
影
響
を
与
え
ず
に
は
い
な
か
っ
た
。
昭
和
ニ
十
一
一
年
初
頭
の
ト
ル
i
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
に
つ

づ
い
て
、
六
月
に
は
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
が
出
さ
れ
、

ア
メ
リ
カ
は
西
側
諸
国
の
復
興
に
乗
り
出
し
た
。

対
日
占
領
政
策
の
転
換
は
こ
れ
よ
り
遅
れ
て
現
れ
た
。
昭
和
一
一
十
二
年
五
月

日
に
は
日
本
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
、

マ
l
シ

ャ
ル
・
プ
ラ
ン
が
出
さ
れ
た
六
月
に
は
、

日
本
で
は
社
会
党
の
片
山
哲
を
首
班
と
す
る
社
会
・
民
主
・
国
民
協
向
の
一
一
一
党
連
立

内
閣
が
成
立
し
た
。

日
本
で
は
一
方
で
民
主
化
の
徹
底
が
、
他
方
で
日
本
経
済
の
再
建
が
組
上
に
の
ぼ
り
は
じ
め
た
と
き
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、

ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
は
、
同
年
末
頃
か
ら
対
日
占
領
政
策
の
転
換
の
兆
し
が
み
え
は
じ
め
、
翌
二
十
一
一

月
に
は
「
封
じ
込
め
政
策
」
で
有
名
な
ジ
ョ
ー
ジ
H

ケ
ナ
ン
が
来
日
し
、

マ
ッ
カ
l
サ

l
に
日
本
の
再
軍
備
と
経
済
的
自
立
を

求
め
た
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
拒
否
さ
れ
た
。

し
か
し
、
占
領
政
策
転
換
の
動
き
は
ア
メ
リ
カ
本
闘
で
次
第
に
活
発
化
し
始
め
、

ア
メ
リ
カ
政
府
は
昭
和
二
十
一
二
年
十
月
、
日
本
経
済
の
復
興
に
よ
る
日
本
の
自
立
化
を
そ
の
政
策
関
標
の
第
一
と
す
る
に
い
た

っ
た
。
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
同
年
末
、

G
H
Q
は
日
本
政
府
に
つ
経
済
安
定
九
原
剛
山
」
を
提
示
、
翌
一
一
十
四
年
に
は
デ
ト
ロ

イ
ト
銀
行
頭
取
ジ
ョ
セ
フ
日
ド
ッ
ジ
が
G
H
Q
の
経
済
顧
問
と
し
て
来
日
し
た
。
こ
の
ド
ッ
ジ
の
も
と
苛
烈
な
財
政
緊
縮
政
策

が
遂
行
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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昭
和
二
十
四
年
春
に
は
、
兵
庫
軍
政
部
は
神
戸
市
投
所
に
県
市
町
の
首
絡
を
集
め
て
説
明
会
を
行
っ
た
。
こ
の
と
き
小
寺
市

長
は
「
私
は
九
原
則
に
反
対
で
あ
る
」
と
堂
々
と
反
論
、
さ
ら
に
は
勺
神
戸
市
の
援
興
は
一
日
も
早
く
行
う
べ
き
で
あ
る
。
神

一
戸
や
日
本
を
焼
い
た
の
は
ア
メ
リ
カ
の
責
任
で
あ
る
い
と
述
べ
、
列
席
し
て
い
た
臼
本
側
の
参
加
者
を
驚
か
せ
た
。
市
長
の
真

意
は
、
す
で
に
緊
縮
財
政
で
苦
し
ん
で
い
る
日
本
の
経
済
復
興
の
た
め
、

ア
メ
ヲ
カ
は
積
極
的
に
援
助
す
べ
き
だ
、
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
、
兵
庫
県
で
は
、
軍
政
部
の
指
示
を
う
け
て
、
一
一
一
月
十
九
日
山
序
回
県
知
事
官
会
長
に
、
小
中
守
神
戸
市
長
・
宮
崎
彦
一

郎
兵
膝
県
商
工
会
議
所
連
合
会
長
（
神
戸
商
工
会
議
所
会
頭
）
を
説
会
長
に
、

「
経
済
安
定
九
原
則
の
実
施
に
即
応
し
て
兵
庫
県
の

経
済
安
定
と
復
興
を
閣
る
為
必
要
な
事
項
を
調
査
審
議
す
る
目
的
を
以
て
L

兵
庫
県
経
済
安
定
委
員
会
を
結
成
し
た
。

昭
和
二
十
四

年
総
選
挙

片
山
・
芦
田
内
観
と
つ
キ
つ
い
た
中
道
政
権
は
、
与
党
内
・
与
党
閣
の
内
部
対
立
、
さ
ら
に
は
経
済
運
営
の
失

敗
が
重
な
り
、
昭
和
二
十
一
一
一
年
十
月
昭
電
旋
獄
事
件
の
中
で
倒
れ
た
。
そ
の
後
、
十
月
第
ニ
次
官
国
内
閣
が

占領政策の転換と神戸市

成
立
し
た
が
少
数
単
独
政
様
で
あ
っ
た
た
め
、
総
選
挙
は
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
第
四
国
会
で
吉
田

内
関
不
信
任
案
が
可
決
さ
れ
、
議
会
は
解
散
さ
れ
た
。
総
選
挙
は
、
翌
二
十
四
年

月

日
に
行
わ
れ
た
。
民
主
自
由
党

は
自
由
主
義
経
済
合
う
た
い
、
一
一
大
政
党
の
対
立
実
現
を
閏
誌
に
呼
び
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
党
勢
の
拡
張
を
図
ろ
う
と
し
た
。

共
産
党
は
人
民
の
生
活
の
安
定
と
民
主
主
義
、
民
族
の
独
立
と
平
和
な
ど
を
そ
の
ス
ロ

i
ガ
ン
に
掲
げ
、

H

人
民
の
た
め
の
共

産
党
か
、
く
さ
っ
た
四
党
か
υ

と
訴
え
た
。
こ
れ
に
対
し
、
民
主
党
は
H

口
に
苦
く
と
も
掴
民
の
た
め
に
な
る
中
道
政
治
μ

の

第四節

原
則
な
打
ち
出
し
、
社
会
党
は
重
要
産
業
の
社
会
化
、
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
訴
え
た
。
国
民
協
同
党
は
H

唯
一
の
純
潔
致

党
μ

な
表
看
板
に
し
た
。
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兵
庫

区
で
は
、
定
数
三
人
に
対

し
一
三
人
が
立
候
補
し
た
。
民
主
自

由
党
か
ら
首
藤
新
入
、
民
主
党
か
ら

佃
良
一
、
社
会
党
か
ら
松
沢
兼
人
、

共
産
党
か
ら
立
花
敏
男
が
、
ま
た
社

会
党
を
離
党
し
た
永
江
一
夫
が
無
所

属
で
立
っ
た
。
投
票
率
は
兵
庫
県
下

で
は
七

九
%
で
あ
っ
た
が
、
神

戸
市
は
最
低
で
五
五
・
一
一
一
%
で
あ
っ

た

そ
の
結
果
、
首
藤
、
松
沢
、
立
花

が
当
選
し
、
佃
、
永
江
の
現
職
は
落

選
し
た
。
こ
の
選
挙
で
注
目
す
べ
き

こ
と
は
、
民
主
自
由
党
が
首
藤
を
は

じ
め
、
県
下
で

O
人
の
当
選
考
を

出
し
、
わ
ず
か
一
一
一
人
に
止
ま
っ
た
民

主
党
と
そ
の
地
位
を
逆
転
し
た
こ
と
、

昭和241手1月衆議院議員総選挙結果表 205

各候補者得家数（ 2万票以上）

当務： 候補者名 r」品y、υLい’干」一 派 得票数

当選 首 iJ京新入 民主自由党 57,003 

当選 松沢兼人 社会党 33,850 

当選 立花敏男 共産党 27,332 

次点 官£1 良 一 民 主 党 25, 759 

永 江 一 夫 無 所 属 24,614 

計

；＼雪' 2~ 
；~ミI % ;'Ji, 。／／0 

4,56削'; 1~ 
~ぜ'I 

~ 31, 41~ 務i 8,869 2,376 8 12, 813 41 2,817 

3''1：合 3, 145 31 913 9 3, 391 34 1, 274 13 1,329 13 10,052 

生田 5,855 41 1, 786 12 3, 459 24 1, 613 11 1, 655 12 14,368 

兵庫 11, 368 26 8, 997 21 11,232 26 6, 251 15 4,998 12 42,846 

長凶 12,284 25 6, 338 13 15, 059 31 7,656 15 8, 011 16 49,348 

須磨 5, 907 30 2,426 12 6, 153 31 2,991 15 2,471 12 19,948 

垂水 5,975 24 2,941 12 6, 087 24 2,984 12 6,855 28 24,842 

合計 57,003 30 25, 759 13 58,464 30 27,332 14 24,284 13 192,842 

諸派
無 所 属

l玄別党派得緊数・得票率

i社会党［共産党民主党氏自党正明

(/'];) 合計のあわないところがあるが資料どおち記載。

資料 r選挙の記録s
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共
産
党
が
全
国
的
に
も
躍
進
し
た
中
で
神
戸
で
も
議
席
を
獲
得
し
た
こ
と
で
あ
る
。
党
派
別
得
票
数
は
、
表
加
の
と
お
り
で
あ

る
神
戸
市
財
政
と
ド

ッ
ジ
・
ラ
イ
ン

戦
後
、
新
憲
法
と
地
方
自
治
法
の
施
行
は
、
地
方
自
治
体
の
権
限
拡
大
を
も
た
ら
し
た
が
、
他
方
そ
の

財
政
難
は
容
易
に
解
、
消
さ
れ
な
か
っ
た
。
戦
災
と
経
済
混
乱
で
財
源
は
激
減
す
る
一
方
、
復
興
を
は
じ

め
教
脊
、
自
治
体
警
察
の
発
足
な
ど
新
規
事
業
の
増
大
は
、
折
か
ら
の
イ
ン
フ
レ
と
柏
ま
っ
て
、
市
財
政
を
困
難
に
陥
れ
た
。

表
加
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
二
十
一
一
一
年
度
以
降
の
土
木
費
、
警
察
費
、
教
育
費
等
の
橋
大
は
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
結

果
、
市
は
毎
年
の
よ
う
に
苦
し
い
財
政
の
や
り
繰
り
に
追
わ
れ
た
。
収
入
部
で
も
、
健
全
財
政
の
指
標
と
な
る
自
主
財
源
と
し

て
の
市
税
の
占
め
る
割
合
は
低
く
、
二
十
、
ニ
十
一
年
度
に
お
い
て
は
闘
庫
支
出
金
が
、

一
十
五
年
度
に
お
い
て
は
市
債
が
大

き
な
割
合
を
占
め
て
い
た
。
戦
後
最
初
の
経
済
白
書
が
「
閣
も
赤
字
、
企
業
も
赤
字
、
家
計
も
赤
字
」
と
述
べ
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
は
深
刻
な
打
撃
を
受
け
、
健
全
財
政
へ
の
復
帰
が
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。

占領政策の転換と神戸市

こ
の
よ
う
な
中
で
、
経
済
安
定
九
原
則
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
ド
ッ
ジ
・
プ
ラ
ン
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
れ
は
日
本
経
済
を
「
竹

馬
の
足
」
に
た
と
え
、
補
助
金
と
米
関
か
ら
の
援
助
を
断
ち
切
り
、
緊
縮
財
政
と
自
由
経
済
の
中
に
そ
れ
を
ほ
う
り
こ
も
う
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
一
連
の
政
府
に
よ
る
財
政
措
置
は
七
月
に
入
っ
て
よ
う
や
く
具
体
化
し
、

公
共
事
業
費
の
圧
縮
、
配
付
税
の
減
額
、
起
債
の
大
幅
抑
制
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
神
戸
市
で
も
昭
和
二
十
四

年
七
月
二
十
一
日
「
昭
和
二
十
凶
年
度
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算
L

（
予
第
一
一
一
号
議
案
）
を
含
む
六
議
案
を
市
会
に
提
出
し
た
。

第四節

小
寺
市
長
は
同
議
案
、
を
提
出
す
る
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
政
府
に
お
き
ま
し
て
は
、
経
済
安
定
九
原
則

に
基
づ
き
、

一
連
の
財
政
措
鐙
な
強
力
に
具
体
化
し
て
ま
い
り
、
本
市
に
お
い
て
も
公
共
事
業
費
の
圧
縮
、
配
布
税
の
減
額
、

近代・現代E歪皮帯電N97I 



決算額

地方財政市
平衡交付金

依

13,006 

20,667 

18,629 

108,030 

612,501 

382,264 

164,107 620,377 

216,043 871,0DOi 

76,741 1,035,250 

3字額ll:より裕成されている。

昭和22年23・24年版で持liiE。

公企業収入

1,051,121 1,016,376 

1,235,732 1,625,762 

1,153,966 1,267,208 

（単位千円）

繰入運用金 繰越金 その他

14,041 42,862 24,253 

15,316 44,934 32,370 

27,987 53,608 28,741 

33,716 48,683 

26,039 3,23 60,500 

30,152 4.66 114,585 

227,057 39,47 868,124 

244,7441 75,61 1,841,172 

528,202 100,569 1,219,944 

457,999 131,241 1,554,665 

729,5091 344,028 1,279,388 

（単位千円）

I l産業l社会［公開へ： ~!/11:1 保健設経済資 本業設 ~~＊； I運輸当株主将虫開業 T行間 巡期金 その｛也

間｜｜ 4：日：：：＇.：i付3明可 制2？｜ 

8,256 12,112 7,738 

4,518 1,889 3,9 8,531 ー 11,725 20,189 10,173 

5,539 850, 3,6 14,791 13,392 34,269 35,261 

4,428 2,659 5,894 17,887 12,260 32,211 24,949 

23,619 6,510 17,947 60,698 16,449 30,678 14,557 

59,514 14,855 1 66,954 228,034 16,221 39,301 39,207 

143,645 51,629 4 169,372 635,752 42,657 159,266 238,293 69,206 

182,349 70,387 479,957 330,165 888,9ヲ7 445,818 125,0561 270,332 289,701 

202,193 56,324 691,581 315,696 1,062,927 ヲ38,200 363,635 428,869 1,173,439 

259,891 97,357 803,715 426,843 1,214,944 1,470,587 201,844 279,537 1,369,938 

1,317,184 127,666 96,967 278,389 77 5,317 1,316,313 489,812 563,881 598,461 

業'm＋記gi;'j及主IT/ii.I'm，特別京芸員投出競輪，競馬京芸員＇／!l

第五挙戦後の事I•戸市 972 



第四節 占領政策の転換と神戸市

表 206 神戸市歳入歳出
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起
債
の
大
幅
抑
制
な
ど
、
非
常
な
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
財
政
の
運
営
上
、
き
わ
め
て
困
難
な
状
態
に
立
ち
至
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
」
。
こ
う
し
て
追
加
更
正
予
算
で
は
、
土
木
費
、
港
湾
及
び
運
河
費
、
保
健
費
、
農
林
費
な
ど
が
減
額
さ
れ
た
。

他
方
、
ド
ッ
ジ
の
緊
縮
政
策
は
日
本
経
済
に
も
厳
し
い
緊
縮
を
強
い
た
。
そ
の
結
果
、
日
銀
券
発
行
残
高
は

時
大
幅
に
減

少
し
、
消
費
者
物
価
も
二
十
五
年
半
ば
ま
で
横
ば
い
と
な
り
、
さ
し
も
の
の
イ
ン
フ
レ
も
一
応
は
収
束
し
た
。

し
か
し
、
そ
の

反
関
、
ド
一
ブ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
緊
縮
政
策
は
有
効
需
要
の
減
退
、
滞
貨
の
増
大
、
深
刻
な
金
融
難
を
も
た
ら
し
、

日
本
経
済
は
た

ち
ま
ち
不
況
に
陥
っ
た
。
こ
の
状
態
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
輸
出
の
不
振
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
昭
和
二
十
四
年
二
月
か
ら

翌
二
十
五
年
一
一
一
月
ま
で
の
聞
に
、
全
閣
の
解
雇
者
数
は
五

万
人
を
こ
え
、
と
く
に
中
小
企
業
の
雇
用
減
少
率
が
高
か
っ
た
。

神
戸
市
で
も
、
昭
和
ニ
十
四
年
に
は
機
械
や
電
気
機
械
な
ど
の
多
く
の
業
種
で
従
業
者
が
減
少
し
、
増
大
し
た
の
は
大
企
業
を

抱
え
る
輸
送
用
設
備
や
第
一
次
金
属
な
ど
わ
ず
か
な
業
種
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

原
口
市
長

の
誕
生

昭
和
二
十
四
年
九
月
二
十
七
日
、
神
戸
港
の
管
理
問
題
、
援
興
事
業
な
ど
の
用
務
で
上
京
中
の
小
寺
市
長
が
急

死
し
た
。
後
任
市
長
選
挙
は
、
十
一
月
五
日
告
示
、
間
二
十
五
日
投
票
と
な
っ
た
。
民
主
自
由
党
か
ら
松
島
鹿

夫
、
日
本
共
産
党
か
ら
篠
塚
一
雄
、
無
所
属
か
ら
佃
良
一
、
大
岡
乙
松
、
原
口
忠
次
郎
の
五
人
が
立
候
補
し
た
。
当
初
の
予
想

で
は
、
大
接
戦
と
な
り
、
決
戦
投
票
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
。
投
票
日
当
日
は
二
日
前
吹
き
ま
く
っ
た
ア
レ

ン
台
風
一
過
、

か
ら
り
と
晴
れ
上
が
っ
た
選
挙
日
和
で
あ
っ
た
が
、
当
初
か
ら
民
主
自
由
党
の
立
候
補
者
に
対
す
る
認
否
を
め

ぐ
っ
て
紛
糾
し
た
経
緯
に
加
え
、
不
明
朗
と
の
批
判
や
選
挙
誌
の
無
関
心
も
あ
っ
て
投
票
率
は
一
一
一
九
・
七
%
と
極
め
て
低
調
で

あ
っ
た
。

し
か
し
と
も
か
く
、
社
会
党
の
推
薦
と
保
守
系
の
一
部
市
会
議
員
の
支
援
を
受
け
た
原
口
忠
次
郎
が
五
万
三
九
五

O

の
法
定
得
票
数
を
約
一
万
四

O
O
O票
上
回
っ
て
当
選
し
、
公
選
ニ
代
目
の
市
長
と
な
っ
た
。
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当
選
後
の
市
会
で
、
原
口
は
「
切
朗
な
市
政
実
現
に
努
め
、
職
員
組
合
の
協
力
で
能
率
的
な
市
政
を
推
進
し
た
い
。
市
民
の

声
を
開
く
た
め
、
各
層
代
表
に
よ
る
審
議
会
な
ど
を
設
け
て
市
政
に
反
映
さ
せ
た
い
。
神
戸
港
の
再
建
は
私
の
念
顕
で
あ
り
、

管
理
問
題
を
解
決
し
、
東
部
五
カ
町
村
の
合
併
な
ど
、
神
戸
港
発
展
の
基
礎
を
確
立
し
た
い
。
博
覧
会
は
赤
字
を
少
な
く
し
、

占領政策の転換と神戸市第四節

会
場
諸
施
設
を
市
の
恒
久
施
設
に
充
当
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
」

と
述
べ
た
。

神
戸
博
の

開
催

原
口
市
長
の
最
初
の
仕
事
は

μ
神
戸
博
覧
会
μ

で

あ
っ
た
。
神
戸
博
は
戦
後
暗
く
沈
ん
で
い
る
市
民

神戸博覧会（王子会場）

の
気
持
ち
を
明
る
く
さ
せ
よ
う
と
、
小
点
寸
前
市
長
に
よ
っ
て
発
案

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
正
式
に
は
、

日
本
貿
易
産
業
博
覧
会
と
よ

ば
れ
、
灘
匹
の
王
子
公
簡
を
第

会
場
と
し
、
兵
庫
区
の
湊
川
公

閣
を
第
二
会
場
と
し
て
、
昭
和
一
一
十
五
年
一
一
一
月
十
五
日
か
ら
一
一
一
カ

写~ 82 

月
間
関
織
さ
れ
た
。
予
算
総
額
は
四
億
円
、
主
催
は
神
戸
市
と
兵

庫
県
で
あ
り
、
狙
い
は
、
復
興
日
本
の
貿
易
、
産
業
、
文
化
を
世

界
に
紹
介
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
戦
後
冬
眠
し
て
い
た
経

済
・
貿
易
・
産
業
界
が
初
め
て
外
へ
日
を
向
け
た
「
復
活
宣
言
L

で
あ
っ
た
。
神
戸
博
は
、
家
も
な
く
物
も
な
い
当
時
と
し
て
は
豪

撃
で
近
代
的
で
あ
り
、
将
来
に
夢
と
希
望
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ

近代.［見代j絞JIミ審議IV97ラ



っ
た
が
、
問
じ
こ
ろ
西
宮
球
場
一
帯
で
行
わ
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
際
や
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
影
響
も
あ
っ
て
、
博
覧
会
は
結
局
二

億
円
の
赤
字
を
出
し
て
終
わ
っ
た
。
こ
れ
は
、

一
般
会
計
が
四

O
億
円
、
市
の
税
収
が
一
一
五
億
円
の
頃
で
あ
っ
た
か
ら
、
神
戸

市
の
財
政
を
圧
迫
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
原
口
市
政
の
仕
事
と
し
て
、
歳
出
大
削
減
に
よ
る
健
全
財
政
の
確
立
が
懸

案
と
な
っ
た
。
二
十
五
年
度
の
普
通
会
計
の
赤
字
は
、
神
戸
博
の
赤
字
も
加
わ
っ
て
六
億
四
千
万
円
に
の
ぼ
っ
た
。
市
財
政
立

て
誼
し
の
た
め
に
、
予
算
の
一
一
割
削
減
を
断
行
し
、
公
共
事
業
の
闘
の
補
助
金
も
返
上
し
た
。
職
員
俸
給
の
切
下
げ
、
機
構
締

小
、
配
置
転
換
、
そ
れ
に
人
員
整
理
ま
で
や
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
職
員
組
合
は
ス
ト
を
構
え
、
毎
晩
の
よ
う
に
ち
主
う
ち

ん
デ
そ
が
市
庁
舎
な
取
り
巻
い
た
。

3 

神
戸
市
公
安
条
例
の
制
定

団
体
等
規
制
令
と

公
安
条
例
の
制
制
定

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
県
レ
ベ
ル
で
の
公
安
条
例
制
定
の
動
き
は
、
市
民
の
反
対
も
あ
り
い
っ
た
ん

は
つ
い
え
た
が
、
他
方
、
昭
和
二
十
四
年
四
月
四
日
、

「
政
党
・
協
会
そ
の
他
団
体
の
禁
止
に
関
す
る

件
」
（
勅
令
一

O
一
号
、
昭
和
二
十
一
年
一
月
）
が
全
面
改
正
さ
れ
、

団
体
等
規
制
令
が
出
さ
れ
た
。

改
正
前
は
軍
悶
主
義
的
・
超

国
家
主
義
的
な
右
翼
団
体
の
み
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
措
援
に
よ
り
左
翼
団
体
も
そ
の
対
象
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。
ニ

十
四
年
九
月
八
日
間
体
等
規
制
令
第
ニ
条
に
該
当
す
る
団
体
と
し
て
在
白
木
朝
鮮
人
連
盟
、
在
日
本
朝
鮮
民
主
青
年
同
盟
な
ど

四
団
体
の
解
散
と
と
も
に
、
そ
の
主
要
役
員
の
公
職
か
ら
の
追
放
が
命
じ
ら
れ
た
。

兵
庫
県
で
は
、
向
日
「
法
務
府
特
別
審
査
局
近
畿
支
局
竹
之
内
事
務
官
指
揮
の
も
と
に
県
総
務
部
調
査
課
員
約
一
一
一

O
名
を
動
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員、

に
分
か
れ
（
略
）
朝
鮮
人
連
盟
・
民
主
青
年
間
盟
問
本
部
（
長
田
区
て
な
ら
び
に
東
神
戸
、
西
神
戸
、
鈴
蘭
台
の
一
ニ
支
部

に
対
し
」
て
解
散
命
令
が
出
さ
れ
た
。
当
時
の
新
開
に
よ
れ
ば
、

「
鈴
蘭
台
支
部
は
平
穏
裏
に
午
後

時
に
、
県
本
部
・
東
神

戸
は
拒
否
の
う
ち
に
も
午
後
八
時
前
後
、

西
神
戸
は
九
時
半
ご
ろ
い
ず
れ
も
書
類
、

施
設
の
接
収
を
終
了
し
た
」
（
『
神
一

C
昭

和
二
十
四
年
九
月
九
日
）
と
い
う
。

間
四
月
十
一

日
、
兵
庫
軍
政
部
は
寸
法
と
秩
序
の
維
持
は
日
本
の
法
執
行
機
関
の
責
任
」
で

あ
る
と
し
て
、
従
来
の
集
会
、
一
市
威
行
進
に
関
す
る
命
令
を
路
止
す
る
代
わ
り
に
、
兵
庫
県
に
対
し
て
、
こ
れ
に
か
わ
る
条
例

を
制
定
す
る
よ
う
に
通
告
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

田
知
事
は
、
前
年
の
県
議
会
の
経
緯
も
あ
っ
て
、

五
月
二
日
各
都

市
関
係
者
を
招
集
し
、
「
行
進
、
集
団
示
威
お
よ
び
集
会
に
関
す
る
条
例
」
（
公
共
の
安
寧
保
持
の
た
め
、
築
会
全
ア
モ
に
従
来
の
『
属

け
出
』
を
『
許
可
制
』
と
し
、
違
反
者
に
は
懲
役
、
罰
金
を
課
す
）
の
一
斉
公
布
宏
指
示
し
、

市
町
村
単
位
で
の
制
定
を
提
案
し
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
ド
ッ
ジ
・
プ
ラ
ン
下
の
企
業
整
備
・
行
政
整
盟
に
対
す
る
産
業
防
衛
闘
争
な
ど
の
反
対
運
動
の
激
化
が
あ
っ

n

－o
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占領政策の転換と神戸市

神
戸
の
場
合
、
条
例
案
は
五
月
十
四
日
提
出
さ
れ
た
。
間
条
例
は
八
カ
条
か
ら
な
り
、
集
随
行
進
ま
た
は
集
団
示
威
活
動
に

つ
い
て
七
二
時
間
前
ま
で
に
願
書
を
提
出
し
て
、
公
安
委
員
会
の
許
可
な
受
け
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
違
反
者
へ
の
罰
則
を
定

め
て
い
た
。

市
会
で
は
公
安
委
員
長
か
ら
、
条
例
制
定
が
占
領
軍
の
強
い
勧
告
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
た
が
、
こ
れ

社
会
党
議
員
か
ら
「
治
安
維
持
法
の
再
現
」
で
あ
る
と
の
強
い
反
対
意
見
が
出
さ
れ
た
。

間
十
四
日
市
会
内
外
に

に
対
し
、

第四長官

労
組
員
五

O
O余
人
が
参
集
す
る
な
か
、
神
戸
市
会
に
勺
集
団
行
進
及
び
集
開
示
威
運
動
に
関
す
る
条
例
の
件
」

（
第
六

案
）
が
上
程
さ
れ
た
。
市
会
で
は
、
社
会
党
議
員
が
反
対
す
る
な
か
、
議
案
は
警
察
消
防
委
員
会
へ
の
付
託
が
決
定
さ
れ
、
社
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会
党
議
員
は
た
だ
ち
に
全
員
退
場
し
た
。
上
程
か
ら
可
決
ま
で
の
問
、
連
日
数
百
の
群
衆
が
議
会
に
押
し
寄
せ
、
反
対
の
声
合
｝

あ
げ
た
。

い
よ
い
よ
条
例
案
採
決
が
予
定
さ
れ
て
い
た
五
月
十
九
日
の
市
会
内
外
は
混
乱
と
喧
燥
に
包
ま
れ
た
。
向
日
午
前
中

か
ら
条
例
制
定
に
反
対
す
る
労
働
者
、
市
民
約
一
一
一

O
O人
が
市
役
所
前
に
参
集
し
た
。
市
議
会
は
午
後
二
時
警
察
官
五

O
O人

が
警
戒
す
る
な
か
で
聞
か
れ
た
。
同
法
案
は
一
一
一
九
対
一
一
一
で
可
決
さ
れ
た
が
、
傍
聴
席
に
殺
到
し
よ
う
と
し
た
抗
議
団
と
警
察

が
衝
突
し
、
数
人
が
負
傷
し
、

一
一
一
人
が
検
束
さ
れ
た
。
そ
の
の
ち
、
抗
議
聞
は
神
戸
拘
置
所
に
デ
モ
行
進
を
行
い
、
被
検
束

者
の
即
時
釈
放
と
組
合
旗
の
返
還
を
求
め
、
抗
議
活
動
は
深
夜
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
こ
れ
以
後
も
、
反
対
運
動
は
各
地
で
躍
り

上
が
り
、
そ
の
た
め
神
戸
市
を
除
く
各
市
は
そ
の
制
定
を
見
送
り
、
条
例
を
制
定
し
た
の
は
県
内
で
も
川
西
、
家
島
、
生
野
、

坂
越
の
四
町
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

条
例
反
対
遂
動

と
改
正
の
動
き

公
安
条
例
に
反
対
す
る
労
働
組
合
を
中
心
と
す
る
動
き
は
、

五
月
十
一

日
「
兵
庫
県
公
安
条
例
反
対
共
闘

協
議
会
」
の
設
立
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
間
協
議
会
に
は
、
兵
庫
産
別
、
兵
庫
県
官
公
労
共
同
部
品
ヂ

委
員
会
（
兵
官
公
）
、
国
労
神
戸
地
一
弘
協
議
会
、
兵
庫
県
自
動
車
従
業
員
組
合
、
電
産
兵
庫
県
支
部
、
日
本
エ
ヤ
i
ブ
レ
ー
キ
労

組
な
ど
五

O
余
団
体
が
参
加
し
て
い
た
。
同
協
議
会
を
中
心
に
、
十
四
日
の
条
例
案
上
程
以
降
、

一
週
間
に
わ
た
っ
て
デ
モ
と

集
会
が
聞
か
れ
た
。
そ
し
て
、
条
例
案
が
採
択
さ
れ
た
盟
二
十
日
協
議
会
は
っ
公
安
条
例
改
廃
請
求
L

署
名
運
動
を
行
う
な
ど

四
項
目
の
方
針
を
決
定
し
た
。
六
月
一
日
に
は
、
擦
川
公
開
音
楽
堂
に
お
い
て
、
公
安
条
例
反
対
人
民
大
会
が
一
入
団
体
、
七

0
0
0人
の
参
集
を
え
て
開
催
さ
れ
た
。
大
会
は
っ
五
月
十
九
日
市
会
は
労
働
団
体
・
民
主
間
体
の
反
対
を
無
視
し
た
公
安
条

例
を
一
一
一
六
対
一
二
で
可
決
し
た
。
こ
れ
は
憲
法
第

条
、
第
一
一
八
条
の
基
本
的
人
権
、
集
会
結
社
の
自
由
を
侵
害
束
縛
す
る

も
の
で
あ
り
絶
対
反
対
で
あ
る
。
東
京
都
に
お
い
て
も
五
月
三
十

日
、
流
血
の
惨
事
を
お
こ
し
同
志
多
数
が
検
束
さ
れ
た
。
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か
く
さ
せ
た
吉
田
反
動
内
閣
の
打
倒
は
勿
論
、
公
安
条
例
の
改
廃
を
要
求
す
る
と
と
も
に
市
会
の
解
散
を
要
求
す
る
」
と
の
提

案
な
満
場

万
人

0
0
0人
に
述

致
で
可
決
し
た
。

「
公
安
条
例
改
廃
請
求
」
署
名
運
動
は
、
六
月
二
十
八
日
付
で
有
効
数

し
、
七
月
二
十
六
日
の
市
会
に
は
、

「
集
団
行
進
及
び
集
団
示
威
運
動
に
関
す
る
条
例
廃
止
請
求
の
件
」
が
上
程
さ
れ
た
が
、

一
十
八
日
、
一
一
一
六
対

一
で
否
決
さ
れ
た
。

そ
の
後
二
十
五
年
五
月
三
十
日
、
宮
城
前
広
場
に
お
い
て
行
わ
れ
た
人
民
大
会
で
米
箪
将
校
へ
の
暴
行
事
件
が
発
生
し
た
た

め
、
六
月
十
七
日
参
謀
一
一
部
（
G
2
）
の
ウ
ィ
ロ
ピ
ー
が
、

「
集
会
、
集
閲
行
進
、
集
開
示
威
運
動
に
関
す
る
覚
書
一
L

を
日
本
政

府
宛
に
発
し
た
。

ま
た
、
総
司
令
部
は
東
京
都
に
公
安
条
例
の
全
部
改
正
を
指
令
し
た
。
そ
れ
は
従
来
届
け
出
の
み
で
よ
か
っ

た
集
会
に
つ
い
て
も
、
公
安
委
員
会
の
許
可
を
求
め
る
な
ど
規
制
を
強
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
以
後
、

G
R
Q
は
東
京
都
を

モ
デ
ル
に
公
安
条
例
の
速
や
か
な
制
定
な
ら
び
に
改
正
を
求
め
た
。

そ
の
結
果
、
神
戸
市
で
も
、
同
年
十
二
月
七
日
、
市
会
に

っ
集
団
行
進
及
び
集
団
示
威
運
動
に
関
す
る
条
例
の
全
部
を
改
正
す
る
条
例
L

が
提
出
さ
れ
、
向
日
可
決
さ
れ
た
。

占領政策の転換と神戸市第四節
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